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令和５年分の年末調整のための算出所得税額の速算表

課税給与所得金額（Ａ） 税　率（Ｂ） 控除額（Ｃ） 税額＝（Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ）

１，９５０，０００円超

３，３００，０００円〃

６，９５０，０００円〃

９，０００，０００円〃

１８，０００，０００円〃

１，９５０，０００円以下

３，３００，０００円  〃　

６，９５０，０００円  〃　

９，０００，０００円  〃　

１８，０００，０００円  〃　

１８，０５０，０００円  〃　

５％

１０％

２０％

２３％

３３％

４０％

—　　

９７，５００円

４２７，５００円

６３６，０００円

１，５３６，０００円

２，７９６，０００円

（Ａ）×５％

（Ａ）×１０％－９７，５００円

（Ａ）×２０％－４２７，５００円

（Ａ）×２３％－６３６，０００円

（Ａ）×３３％－１，５３６，０００円

（Ａ）×４０％－２，７９６，０００円

１　課税給与所得金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
２　課税給与所得金額が１８，０５０，０００円を超える場合は、年末調整の対象となりません。

（注）

〔参考〕　令和５年分の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表

所得者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額（注３）） 【参考】

配偶者の収入が給
与所得だけの場合
の配偶者の給与等
の収入金額

９００万円以下
（１，０９５万円以下）

９００万円超
９５０万円以下
１，０９５万円超
１，１４５万円以下

９５０万円超
１，０００万円以下
１，１４５万円超
１，１９５万円以下

配
偶
者
控
除

配偶者の合計所得金額
４8万円以下 ３８万円 ２６万円 １３万円

１，０３０，０００円以下
老人控除対象配偶者 ４８万円 ３２万円 １６万円

配
偶
者
特
別
控
除

配偶者の合計所得金額
４８万円超	 ９５万円以下 ３８万円 ２６万円 １３万円 １，０３０，０００円超

１，５００，０００円以下

９５万円超	 １００万円以下 ３６万円 ２４万円 １２万円 １，５００，０００円超
１，５５０，０００円以下

１００万円超	 １０５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円 １，５５０，０００円超　
１，６００，０００円以下

１０５万円超	 １１０万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円 １，６００，０００円超　
１，６６７，９９９円以下

１１０万円超	 １１５万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円 １，６６７，９９９円超　
１，７５１，９９９円以下

１１５万円超	 １２０万円以下 １６万円 １１万円 ６万円 １，７５１，９９９円超
１，８３１，９９９円以下

１２０万円超	 １２５万円以下 １１万円 ８万円 ４万円 １，８３１，９９９円超
１，９０３，９９９円以下

１２５万円超	 １３０万円以下 ６万円 ４万円 ２万円 １，９０３，９９９円超
１，９７１，９９９円以下

１３０万円超	 １３３万円以下 ３万円 ２万円 １万円 １，９７１，９９９円超
２，０１５，９９９円以下

１３３万円超 ０円 ０円 ０円 ２，０１５，９９９円超

（注） １　合計所得金額（８ページ参照）が１，０００万円を超える所得者は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受ける
ことはできません。

 ２　夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、
この控除を受けることはできません。

 ３　所得金額調整控除の適用がある場合は、括弧内の各金額に１５万円を加えてください。
 　　また、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合も括弧内の各金額とは異なりますので、ご注意くだ

さい。
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所得者の合計所得金額 控除額

２，４００万円以下 ４８万円
２，４００万円超　　　２，４５０万円以下 ３２万円
２，４５０万円超　　　２，５００万円以下 １６万円

〔参考〕　令和５年分の基礎控除額の表

（注）　合計所得金額（８ページ参照）が２，５００万円を超える所得者は、基礎控除の適用を受けることはできません。

〔参考〕　令和５年分の扶養控除額等の表

　 控 除 の 種 類 　 控　　除　　額

⑴

扶 養 控 除

年齢１６歳以上
の人

（平成２０年１月
１日以前生）

一 般 の 控 除 対 象 扶 養 親 族 ３８０，０００円

特 定 扶 養 親 族
年齢１９歳以上２３歳未満の人（平成１３年１月２日〜平成１７年１月１日生）

６３０，０００円

老 人 扶 養 親 族
年齢７０歳以上の人

（昭和２９年１月１日以前生）

同 居 老 親 等 以 外 の 者 ４８０，０００円

同 居 老 親 等 ５８０，０００円

⑵ 障害者控除

一 般 の 障 害 者 ２７０，０００円

特 別 障 害 者 ４００，０００円

同 居 特 別 障 害 者 ７５０，０００円

⑶ 寡 婦 控 除 ２７０，０００円

⑷ ひ と り 親 控 除 ３５０，０００円

⑸ 勤 労 学 生 控 除 ２７０，０００円

年末調整に役立つ情報

　国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に掲載されている「年末調整計算シー
ト」（Excel）をご利用いただくと、給与所得控除後の給与等の金額、各種控除額及び税額等の計
算を効率的に行うことができます。
	【掲載場所】	https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/	

index.htm
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